
自然公園制度の概要 

 
１ 自然公園の目的 

優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国

（県）民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与する。 
 
２ 自然公園の区分 

  自然公園には、国立公園、国定公園及び県立自然公園の３種類があり、愛知県に

は、４つの国定公園と７つの県立自然公園が指定されている。区域面積は、県土の

約 17.2％を占めている。 

公園種類 国立公園 国定公園 都道府県立 
自然公園 

定義 
我が国を代表する

に足りる傑出した

自然の風景地 

国立公園に準じる

優れた自然の風景

地 

県内にある優れた

自然の風景地 
 

根拠法令 自然公園法 自然公園法 県立自然公園条例 

指定手続 

環境大臣が中央環

境審議会の意見を

聴き指定 

環境大臣が関係都

道府県の申出によ

り、中央環境審議会

の意見を聴き指定 

知事が関係市町村

の申出により、愛知

県環境審議会の意

見を聴き指定 

規模要件 原則として 
30,000 ㏊以上 

原則として 
10,000 ㏊以上 

定めはない 

指定数（全国） 32 56 313 

指定数（県内） 0 4 7 

 
３ 本県の自然公園の配置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

４ 公園計画について 

自然公園ごとに公園計画を定め、その特性に応じた規制と利用を推進している。 
(1) 規制に関する計画 

  区域区分を定め、それぞれの区分に応じた行為規制を実施する。 
区分 行為の規制概要

特別保護地区 公園の中で特にすぐれた自然景観、原始状態を保

持している地区（県立自然公園には制度がない） 
工作物の新築、

土地の形状変

更等、原則不許

可 
特別 
地域 

第１種 特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最

も高い地域 
第２種 第１種特別地域及び第３種特別地域以外の地域 行為内容によ

り不許可・許可

を判断 第３種 通常の農林漁業活動については原則として風致

の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域 

普通地域 特別地域と一体的に風景の保護を図ることが必

要な地域 
事前に届出が

必要 
 (2) 施設に関する計画 

公園事業として施設の整備等を実施する。 
  ・利用のための施設・・・園地、野営場、宿舎、展望施設、道路（車道、歩道）、

駐車場、運輸施設、給水施設、博物館、公衆便所等 
・保護のための施設・・・植生復元施設、自然再生施設等（本県には存在しない） 

 
５ 自然公園の指定及び見直しの状況 

  自然公園をとりまく自然的・社会的条件の変化に対応するため、点検調査や、国

や市町村等の調整等を行い、定期的に見直しを実施している。 

公園名 指定年月日 再検討年月日 点検年月日 

国
定
公
園 

三河湾 昭和 33.4.10 平成 2.9.6 東部地区（渥美、蒲郡地区）
平成 10.10.28 
西部地区（知多地区） 
平成 16.2.27 
乗り入れ規制地区の指定 
平成 18.1.19 
点検（単独施設の追加） 
平成 18.12.26 

飛騨木曽川 昭和 39.3.3 昭和 63.11.11 平成 18.12.26 

天竜奥三河 昭和 44.1.10 平成 7.12.11 平成 25.2.28 

愛知高原 昭和 45.12.28 昭和 63.11.11 平成 22.10.26 

県
立
自
然
公
園 

渥美半島 昭和 43.5.1 平成 10.10.28  

南知多 昭和 43.5.1 平成 16.2.24  

段戸高原 昭和 44.3.14 平成 16.12.24  

振草渓谷 昭和 44.3.14 平成 13.10.9  

本宮山 昭和 44.3.14 平成 2.5.7 一部変更（集団施設地区の削除）
平成 18.9.29 
平成 26.3.25 

桜淵 昭和 44.3.14 昭和 63.4.22 平成 16.12.24 

石巻山多米 昭和 44.3.14 平成 3.4.8 平成 27 年度内予定 

  ※「再検討」：指定後初めての見直し 「点検」：再検討が終了した公園の見直し 
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